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委   員   長  それでは、休憩を解いて再開いたします。          （16時00分） 

 款項の質問は終了いたしましたので、一般会計予算の全体を通じての質問と、

総括的な質問事項がある方は挙手をお願いいたします。 

寺 嶋 委 員   私は、参考資料といいますか、後ろのほうの職員の、一般行政職員の関係で

すけども、今回、新年度予算では一般行政職員がね、多分２名減と、それから

技能労務職員１名減というふうになっているような予算なんですけどもね、な

ぜ減らすのかということと、一般職員、正規職員の定員適正化についての考え

方、これをですね、お聞きしたいと思います。 

総 務 課 長  今の寺嶋委員の御質問にお答えさせていただきます。一般職の定員というこ

とで、全職員ということで、今回は、一般会計のほうでは職員数が99名という

ことで、昨年に比べて２名ほど減っているような形になっておりますが、こち

らのほうにつきましては、退職等に伴う減と、それから、あと新採用職員の採

用の差によるものでございまして、そういう形での減という形になります。 

 それから、その一般技術職が１名減になっているということではありますが、

そちらのほうについては、昨年は１名いらっしゃったんですが、今年はもうそ

の方がもう既に退職されているので減という形になっております。 

 それから、定員の適正化のほうの考え方につきましてはですね、今現在定員

が119名でございます。今後ですね、その定員の適正化につきましてはですね、

今後の情勢等を鑑みながらですね、適正に配置をしていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

寺 嶋 委 員  主にはですね、退職の方のほうが上回っているといいますか、そういうこと

で減になるような話ですけども、新規採用というのは考えてないんでしょうか

ね。今年度の予算ではそんなあれがないのかなというふうに、なんです。 

 それでね、やっぱり私は、やっぱり人というのは町にとって大事なね、やっ

ぱり人というのは城ということでね、やっぱりそういう職員さんは住民のね、

そういう奉仕と住民サービスという関係を見たらね、やっぱり大事なことなの

で、これ、退職のほうが多いから減らすというんじゃなくて、やっぱりね、そ

ういうことで新しい方もやっぱり雇用をしてね、増やすようなことをしないと
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ね、私はちょっとその辺は納得いかないんですけども。あとは、確かに今はね、

それを補う形じゃないんだけども、会計年度任用職員とか短時間の、短期間の

そういうことも可能なんですけどもね、やっぱり働き方改革から見れば、正規

職員をね、やっぱり雇用するというのがね、常道だと思うんですけどね。その

辺のことについて再度お伺いします。 

 あとはね、定員が職員…これは一般行政だから全会計も入れてなんですけど、

さっき課長が言ったように定員が119名だよね。それで確かに今の町長になっ

てから一時増やしたんだけども、また最低の、町長が就任した時の時代にね、

職員実数がね、戻っちゃってるので、その辺についての再度お伺いいたします。 

総 務 課 長  定員につきましては、今の条例上では、先ほど申し上げましたように119名で

ございます。一応今現在ですね、令和４年度の予算の中ではですね、全会計で

職員が一応110名で定数やっておりますので、実際的にその定数が下回ってい

るというところはございますが、先ほど議員がおっしゃられた、会計年度もそ

うですが、任期付職員や再雇用の職員を使いながらですね、うまく現役の職員

になるべく負担が回らないような形でですね、対応していきたいというふうに

考えております。 

副 町 長  定員について119名というのは、幼稚園の先生も全て入った中でのですね、定

員数というふうにお願いいたします。 

 それと、先ほど寺嶋委員のほうからですね、お話がございました新人職員、

これはもう私どももですね、確かにこの新人職員というのは、必ず採用させて

いただきたい方向で毎年採用試験というところもさせていただいく。今回につ

いてはですね、やはり行った中でですね、私どもの思っているような職員さん

というのはですね、応募も含めてですね、その人数に足りない部分もあったこ

とは確かです。この辺につきましてはですね、やはり今、公務員というところ

も非常にですね、過去に比べてですね、人気があるかというと、なかなかこう、

職種的に厳しい部分はございます。そういったところでですね、多少なりとも

ちょっと応募総数というのは、ちょっと下がってきている傾向にはありますけ

ども、とはいえ、採用人数が減るかということについては、やはり毎年度毎年
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度の事業、また予算等のことを想定しながらですね、採用はしていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、今、再任用職員さんというところも採用していかなければならないと

いうこともございますので、その辺のバランスを見ながらですね、新人職員の

ですね、採用は対応していきたいなというふうに考えております。以上でござ

います。 

寺  嶋  委  員  終わります。 

委   員   長  ほかにございますか。 

田 代 委 員  昨日、委員会が始まるときに、唐澤委員から質問があった子育て応援給付金、

これについて町長は滞納者でも出していくというふうな発言がありました。そ

こで、今回の総括として、町単事業の補助金ないし交付金を滞納者を対象に支

出すること、これについて全庁的に伺いたいんですけれども、たまたま福祉の

ところで、93ページの上段で、子育て世帯支援補助金、これは水道料のあれで

すよね、基本料を補助する。これについては、滞納者には支出しない。一方で、

下の子育て応援給付金、１歳未満のお子さんをお持ちの方におむつ代、年３万

円、これについては、滞納していても子供に罪はないということで、支出を町

長は検討しているようなことを発言されました。これについて、いかがなのか

なというふうに、私は税の納税者、納税の義務と滞納の絡みから言うと疑問を

持ちました。 

 それで、これからも町単事業で、そういったもので滞納者にも支援していく

事業が今もう既に実施されているものがあるかどうか。なければないでいいで

す。どうでしょうか。各所管の課長で、通常だと滞納者にはやはりいろんな制

限がかかると思います。それを今現在出している事業があるかどうか。 

 要は、法整備でちゃんと後ろ盾があればいいですよ。国庫だとか県のあれで、

そういった方を救済する後ろ盾があればいいんですけども、そういう後ろ盾が

なくて町単事業、町の権限で滞納者に対して補助とか交付金を出しているかど

うか。そういったものが今まであるかどうか。 

政 策 推 進 課 長  御質問ありがとうございます。この件につきましては、補助金ということで、
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財政のほうがですね、３年前に全部調査をしました、補助金について。そのと

きは、国の制度以外のもの、町単については、全て税の部分を免除しているも

のはございませんでした。それ以降についても新たな事業は出てきましたが、

それを加味したということは聞いておりませんので、現状ないという判断で考

えております。以上です。 

田 代 委 員  分かりました。終わります。ありがとうございます。 

委   員   長  ほかには。 

井 上 委 員  総体的なですね、松田町の今後の財政運営にということで、まずはですね、

担当者の御意見をお伺いをしたいと思います。 

 令和４年度で計上されました一般会計予算は55億1,000万円という規模です。

昨年はですね、松田小学校の校舎の建設工事等があって、それからはですね、

10億6,000万円ぐらいの予算規模としては減額ですけれども、まだまだ通常の

ですね、松田町の予算規模、40億半ば台ぐらいかなというふうに思っています。

まだまだ大きい事業がですね、残っている状況だと思います。 

 その中でですね、本定例会中にもですね、出されました公債費比率の財政推

計の中でですね、ピークは大分先の令和22、23が公債比率として9.7％という

ですね、ピークの比率で行き、公債比率10％を切る健全な状況だという説明を

頂きました。 

 予算の中でもですね、歳入の中で、やはり一番根幹を占めるのではないかな

と思いますが、地方交付税は10億8,500万円と、令和３年度に比べて１億8,000

万円の増額だということです。ただ、この地方交付税はですね、やはり依存財

源であり、税等の自主財源とは異なるですね、やはり国のほうの状況次第では

どうなるか分かりません。 

 また、そういったですね、財政の変動に対して、松田町の財政調整基金がで

すね、やはり一般家庭での貯金だというふうな見地からしますと、本会議の中

で示された令和３年度末で11億9,600万円と、12億円に届こうとするですね、

財政調整基金。今までの１桁の４億、５億というところから比べると、それの

３倍ぐらいのですね、今は財政調整基金の現在高があるという状況です。 
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 これらを踏まえてですね、今後の展望としては、ただ、景気としては、今は

ね、あまりよくない局面を迎えていて、原油高によってかなりいろんな面でで

すね、物価上昇の原因となっている部分もございます。また、これは一時的か

もしれませんが、ウクライナの侵攻等による影響もですね、やはり見過ごせな

い部分ではないかなというふうに、町の財政に対する影響はかなり出てくるの

ではないかなというふうに思います。 

 また、今後ですね、新松田駅の周辺整備事業、財政推計の中ですと、町のほ

うの負担部分でも49億円という新松田駅の整備事業の重大事業及びですね、公

共施設の整備事業ということで新規条例等も出されておりますが、公共施設、

老朽化した公共施設の延命に係るですね、長寿命化で、道路とか下水道、水道

のインフラのですね、やはり更新というのもですね、結構大きい局面があると

いうふうに思います。 

 そういった中で、今後の松田町の健全な財政運営をですね、財政担当として

どう考えるかをお願いをしたいと思います。まず担当で。 

財 政 係 長  今後の松田町の財政運営についてというお話でございました。まず１点、地

方交付税についてでございます。地方交付税については、国の制度ということ

で、議員おっしゃるとおりでございます。ただしですね、国税収入が落ちた場

合、これにつきましては、臨財債のほうに振り替えられるというような制度に

なってございますので、一般財源としての総額自体はですね、変わらないとい

うところでございます。地方交付税自体のその算定の項目がですね、減らされ

ない限りはですね、今と同じような推移をたどっていく、財政推計で示したと

おりのような推移を示していくのではないかなというところで見込んでござい

ます。 

 それと、ウクライナの関係でございます。ウクライナの関係ではですね、今、

ガソリン税ですね、ガソリン税の話、よくニュースで出ているかと思います。

ガソリン税については、現在ですね、リッター当たり53.8円が課されていると

ころなんですけれども、そのうち地方揮発油税、地方の部分ですね、地方の部

分については5.2円。で、今回ニュースでよくやっているトリガー条項という
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もの、それを引くという話も、やるかどうか分からないですけれども、出てま

す。それについては、今ですね、今言った53.8円のうちですね、暫定税率とし

て25.1円が加算されてガソリンに税が行っているというところで、その暫定税

率部分をなくすというのがそのトリガー条項の引き金を引くというところでご

ざいます。その地方揮発油税部分、地方部分については0.8円、地方揮発油税

が全部で5.2円で、リッター当たり、暫定税率分は0.8円でございます。率にす

ると15.4％で、それを今年650万円で揮発油税、地方揮発油譲与税の計上しま

したけれども、それで単純計算すると大体100万円ぐらいが下がるかなという

ところで、収入についてはその辺がまず下がってくると。あと、買い控えです

ね。買い控えによる消費税の減額というところで、ただ、消費税については６

か月遅れで地方に入ってくるものなので、主に出てくるのは半年後ということ

になります。 

 その場合で、収入面についてはその辺が幾つか考えられるところで、それに

加えまして、先ほどおっしゃっていた物価上昇ですね。物価の上昇によってで

すね、恐らくその工事単価などが上がってくるかもしれないというところで、

その場合はですね、補正などをお願いすることになるかもしれません。その辺

はちょっと情勢自体はやはり読めないというところが大きいので、もしかした

ら事業を延期するかもしれないですし、補正をお願いすることになるかもしれ

ません。 

 そういうところでですね、財政運営としては、ちょっと今、ウクライナの関

係については見通しがなかなか立たないところではございますが、いろいろ検

討してですね、よき方向に持っていきたいというところでございます。 

 実質公債費比率についてはですね、先ほど井上議員がおっしゃったとおりで

すね、今のところ10％を切るぐらいというところで推移しそうではございます。

ただしですね、広域の施設ですね、ごみ処理施設などについては、現在金額自

体が示されていないところですので、その辺の関係が加わってくると少し上が

ってくるかなというところではございます。ただし、財政推計でもお示ししま

したとおり、財政調整基金を取り崩しながらですね、一応何とかやっていける
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という、今の段階ではやっていけるというところで５億6,600万円、令和30年

度で５億6,600万円が残るという見込みでおります。一応ですね、その広域ご

み処理施設については、今、目安にするものがなかなかないんですけれども、

工事をやるときの国庫補助金や町債を除いた部分の一般財源、一時的に出る初

期投資の部分の一般財源については、大体２億から３億ぐらいかかるんじゃな

いかというふうに考えている、予想しているところでございます。そうなった

場合、今、財政推計上はそれを見込んでいませんので、財政調整基金は使って

その辺は対応することになるのではなかろうかというところになってきますの

で、一応その財政推計上ですね、公共施設整備基金のお話もありましたけれど

も、公共施設基金を、推計上、積立金を幾らというのを示していない。そして、

歳計剰余金のほうで余ってきた、決算上余ってきた金額を積んでいくというと

ころは、そこが将来負担につながらないように、要は財政の負担に、そこの金

額を決めてしまうと、今後それが負担になっていくことになるので、ただ、そ

れは金額を決めてしまうと当初予算に乗っけるということになりますから、そ

れが負担になっていくということになります。歳計剰余金で決算で出てきた金

額を積んでいくとなれば、それは当初予算には乗らない、当初予算に影響を及

ぼさないで積んでいくことができるというところで町として考えたところでご

ざいますので、一応現状、皆さんの御協力によりまして財政調整基金、かなり

積めているところでございますので、何とかしのげるというか、財政運営をし

ていけるというふうに担当としては見込んでいるところでございます。以上で

ございます。 

井 上 委 員  ありがとうございました。何とかですね、松田町、健全財政の中で、今、担

当の説明ですと行けそうだというふうに理解をさせていただきました。 

 最後にですね、課長からですね、今、財調が、今現在はですね、11億9,600

万円あるんですけれども、担当のほうですと令和30年度で５億6,000万円、そ

の前にですね、やはりちょっと初期投資分等が２億から３億というとですね、

かなり心もとない部分だというふうに思います。そういうですね、財政調整基

金の残高をもう少しね、やっぱり何かあればというとやっぱり５億、６億は最
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低必要ではないかなというふうに考えます。今後のですね、その安定した財政

運営にするためのですね、やはり基本は収入増をどうやって見込むか、または

歳出をですね、できるだけ減らす部分等があるのか、その辺のお考えをお聞き

して最後といたします。よろしくお願いします。 

政 策 推 進 課 長  御質問ありがとうございます。まずですね、全体的な歳入につきましては、

財政推計でもお示ししたとおりですね、今後の人口推移を見据えた形で推計し

てございます。ここについては、やっぱり人口増加策ということで、町のほう

の取組としてですね、新たな事業を今後ですね、進めていくものを掲げて、チ

ルドレンファーストということを進めていきたいというふうには考えてござい

ます。これによってどれだけ人口が増えるかということは、今の段階では言え

ませんが、そこを踏まえた形の町税を増やしていくという考えがあります。 

 またですね、その人口を増やすための一つとして、空いている、これは民地

にもなってしまうんですけども、空いている土地ですね、そういうところを活

用するような道路整備の施行、また、町有地の有効活用も踏まえてですね、取

り組んでいくというのも一つございます。 

 そしてですね、いかに一般財を抑えるかということでは、やっぱり国・県、

その他の補助金をどう確保していって、通常の部分、今回もですね、コロナ対

策事業としていろんな補助金を町のほうに国のほうが支援してもらっています。

ここをですね、いかに今、町が必要な事業に組み合わせて充当していくかとい

うところでも進んでおりますので、そうした部分を踏まえた歳入を増やしてい

くというふうには考えてございます。 

 また、支出のほうにつきましてもですね、費用対効果を検証し、様々なです

ね、今年度もあるんですが、委託料がございます。前年度対比では委託料は増

えてございます。その委託料はですね、結局先ほどのですね、人件費のほうに

もアウトソーシングということで、人件費の抑制も踏まえた形で委託料は伸び

ていると。専門的な部分を専門のところに任せるというところでお願いしなが

ら人件費を抑えていくというのも一つあります。 

 そうしたものを全体的にですね、今後の予算編成時におきましてはですね、
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そういうものを加味して、今回ですね、令和４年度につきましては、第６次総

合計画の４年目を迎えます。その検証を今しています。その評価もしています。

いかに改善をし、必要なもの、また必要でないものを諮りながらですね、本当

に今後必要なものを後期アクションプログラムの中に含めてですね、財政推計

と併せて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。以上、よろしく

お願いいたします。 

井 上 委 員  ありがとうございました。終わります。 

委   員   長  ほかにはございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして…よろしいですか。それでは、これで質疑を終

了いたします。 

 職員の方は、昨日に引き続き長い間御答弁いただきまして、ありがとうござ

いました。御退席をお願いいたします。（私語あり） 

田 代 委 員  それで議論するというよりも、それはもう議員が考える問題としてお願いし

た内容ですから、我々の判断材料に使う、そういう考えです。ですから、それ

で言って、また言った、言わない、解釈がこうとか、もうそれはもうおしまい

で、事実はどうなのか、それで結構だと思います。 

委   員   長  それでよろしいですか。 

それでは、ありがとうございました。 


